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○脱衣所や浴室の窓は…  
 ＊ 使用中は閉めておき、必ず施錠をする 

 ＊ カーテンやブラインド等を取り付け、内

   部が見えないようにする 
 

○公衆トイレを利用する時には… 
 ＊ 使用前に周囲をよく確認する 

 ＊ 個室内に丌審物(小型カメラ等)が仕掛け

   られていないか点検する 

 ＊ 個室の隙間などから人の姿やカメラ等が

   見えた場合はすぐに大声を上げる 

 

 

～・下着盗難被害防止対策・～   
＊ なるべく室内に干す 

＊ 外に干す場合は周りから見えにくくする 

＊ 外出時や夜間は外に干したままにしない 

 

～・のぞき被害対策・～ 

 県内では、ベランダに干している女性用の下着が盗まれた

り、入浴中の浴室内や公衆トイレ内にいる女性が丌審者にのぞ

かれる等の被害が発生しています。 

 

危険を感じたら110番通報して下さい 


